
 1 

志學館大学学費納入に関する規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、志學館大学学則第５１条第７項並びに志學館大学大学院学則第４３条第２

項及び第４４条第２項の規定に基づき、学費の納入に関し必要な事項を定める。 

（学費の納入方法） 

第２条 各年度の学費は、前期及び後期の二期に区分し、大学が発行する「学費振込書」により、

前期にあっては４月３０日まで、後期にあっては１０月３１日までに納入しなければならない。 

２ 学生から申し出があったときは、前項の規定にかかわらず、前期に係る学費を納入するとき

に、当該年度の後期に係る学費を合せて納入することができる。 

３ 特別の事由がある場合は、第１項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、月割分納

又は延納を許可することがある。 

（授業料、入学料及び検定料の特例） 

第３条 本学を卒業し、引き続き本学の大学院に進学する場合は、入学金は徴収しない。 

（休学の場合における学費の額） 

第４条 前期又は後期の中途において休学を許可された者の納入する学費の額は、第２条第１項

に定められたそれぞれの期に納入する額とする。ただし、第２条第３項の規定により分納の許

可を得ている者については、年額の１２分の１に相当する額に、休学の許可の日の属する月ま

での月数を乗じて得た額とする。 

（復学の場合における学費の額及び納入方法） 

第５条 前期又は後期の中途において復学を許可された者の納入する学費の額は、年額の１２分

の１に相当する額に、復学の許可の日の属する月から次期納期の前月までの月数を乗じて得た

額とし、復学の許可の日の属する月の末日までに納入しなければならない。 

（未納者に対する取扱い） 

第６条 学費の納入を督促しても、納入期間経過後１ヶ月以内に納入しない場合は、各種証明書

等の発行を停止する。 

２ 前項の措置を行い、更に督促してもなお学期末試験までに学費を納入しない場合は、当該学

期末試験の単位の認定を保留する。 

３ 学費を２期続けて納入せず、督促してもなお納入しない場合は除籍する。 

４ 前項により除籍された者が、除籍された日から１ヶ月以内に、滞納している学費を納入した

上で復籍を願い出たときは、これを認める。 

（学費の返還） 

第７条  第２条第２項の規定により前期及び後期の学費を合わせて納付した者が、後期の学費の

納入時期前に休学又は退学した場合、学則第５３条ただし書に基づき、本人の申し出により後

期に係る学費を返還する。 

  （雑  則） 

第８条 この規程の実施にあたり、必要な事項は別に定める。 
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 附 則 

 この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、平成１８年３月３１日に第１学年及

び第２学年に在籍する学生にあっては平成１９年４月１日から、第３学年に在籍する学生にあっ

ては平成１８年１０月１日から適用する。 

附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


